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懇 談 の 日町 長 と の
　

平
成
28
年
２
月
開
催
分
の
う
ち
、
皆
さ
ん
の
生

活
に
直
接
関
わ
る
項
目
を
抜
粋
し
て
掲
載
し
ま

す
。

 

町
営
住
宅
の
改
修

 

大
平
住
宅
に
住
ん
で
い
て
、
階
段
部
分
に
個

人
で
手
す
り
を
設
置
し
て
い
た
が
、
改
修
時
に

撤
去
さ
れ
た
。
再
設
置
し
て
も
ら
え
な
い
か
。

 

改
修
時
に
町
が
撤
去
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、

再
設
置
い
た
し
ま
す
。
改
修
工
事
に
係
る
確
認

不
足
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
わ
び
申
し
上
げ
ま

す
。

 

ほ
か
の
町
営
住
宅
へ
の
移
転

 

老
夫
婦
世
帯
で
あ
り
、
２
階
建
て
の
大
平
住

宅
は
階
段
の
上
り
下
り
が
つ
ら
い
の
で
、
桜
田

住
宅
の
１
階
に
移
転
で
き
な
い
か
。

 

現
在
町
営
住
宅
は
入
居
者
の
募
集
を
し
て
い

な
い
た
め
、
残
念
な
が
ら
ご
要
望
に
は
お
応
え

で
き
ま
せ
ん
。
町
営
住
宅
の
居
住
者
が
ほ
か
の

町
営
住
宅
に
移
転
す
る
こ
と
自
体
は
、
移
転
先

の
入
居
条
件
に
合
致
す
れ
ば
可
能
で
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
現
在
町
営
住
宅
を
確
保
し
て
い
る

人
は
、
住
む
と
こ
ろ
の
な
い
人
と
比
べ
て
優
先

順
位
が
低
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
仮
に

退
去
者
が
発
生
し
て
空
室
を
募
集
す
る
こ
と
に

な
っ
て
も
、
転
居
を
確
約
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

 

肢
体
不
自
由
で
な
い
身
体
障
が
い
者
の

 

介
護
サ
ー
ビ
ス

 

心
臓
機
能
に
障
が
い
が
あ
る
た
め
（
心
臓

ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
を
入
れ
て
い
る
）「
障
害
者

手
帳
」
１
級
の
認
定
を
受
け
て
い
る
が
、
散
歩

な
ど
は
１
人
で
行
っ
て
い
る
家
族
が
い
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
住
宅
改
修
な
ど
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

 

介
護
保
険
制
度
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
（
住
宅
改

修
を
含
む
）
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
要
介
護

認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
要
介
護
認

定
は
介
護
の
必
要
性
を
判
断
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
の
人
の
病
気
の
重
さ
と
要
介
護
度
の
高

さ
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま

す
。
要
介
護
認
定
の
申
請
に
関
す
る
ご
相
談
は
、

福
祉
介
護
課
介
護
保
険
係
（
☎
０
２
４
０

－

27

－

２
１
１
５
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

皆さんの声をお聞きします

「町長との懇談の日」を「町長への手紙」に切り替えるお知らせ

　平成27年２月から平成28年２月までの約１年間、「町長と懇談の日」を開催してきました。今

後は、健康上の理由や遠方に居住しているなどの理由で来庁が困難な町民に配慮し、郵送による

意見や質問ができる「町長への手紙」に切り替えることを予定しています。詳細が決まり次第、

広報紙やホームページなどでお伝えします。従来からあった「町民の声」の制度は、今後「町長

への手紙」に統合します。

 問 　総務課　秘書広報係　☎0240-27-2111

これまでの参加者数など

開　催　日 組 数 人 数

平成27年

２ 月 6 組 7 人

３ 月 4 組 5 人

４ 月 4 組 5 人

５ 月 2 組 5 人

６ 月 3 組 3 人

７ 月 3 組 3 人

８ 月 1 組 1 人

９ 月 2 組 2 人

10 月 1 組 1 人

12 月 1 組 1 人

平成28年
１ 月 1 組 1 人

２ 月 ２ 組 ３ 人

合 計 30組 37人

消防署からのお知らせ
３月１日～３月７日は春季火災予防運動期間です！

・就寝時間帯が昼間に比べ、人命危険が高い！
・死者の発生した火災の出火原因で最も多いのは
「たばこ」です！
・ストーブ火災の中では、「電気ストーブ」の出火が
約７割と多い。（多くは寝具類に接触して出火）

・住宅用火災警報器が設置されている場合は、設
置されていない場合に比べ・・・

被害状況は概ね半減！

　３月になると空気が乾燥し風の強い日が多くなります。火災発
生の危険が増え、発生してしまうと燃え広がりが速く、被害が大き
くなります。ちょっとした油断が火災発生の原因になるので、この
時期は特に火気の取り扱いに注意してください。

住宅火災の現状 住宅用火災警報器の設置効果

・全ての寝室に設置。（煙式）

・２階に寝室がある場合は階段にも

設置。（煙式）

・台所に設置する場合は、熱式を設

置しましょう。

・点検方法は、ボタンを押すかひも

を引く。

（一般的には音はすぐ止まります

が、鳴り続ける場合は、再度押すか

引くことで音は止まります。）

火災と救急は１１９番
【 消 防 署 連 絡 先 】

◇浪江消防署　０２４０－３４－７３６０

◇富岡消防署　０２４０－２５－２１１９

住宅用火災警報器を設置しましょう！

住宅用火災警報器の設置と点検方法！


